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資 料 番 号 ２ － ３  

 

追 加 的 な 汚 染 の お そ れ の あ る 場 所 を 通 ら な い ル ー ト に つ い て  

（ コ メ ン ト 回 答 ）  

 

審 査 会 合 で の コ メ ン ト リ ス ト  

N o  年 月 日  質 問 ・ コ メ ン ト 等  説 明 箇 所  

７  令 和 ２ 年 ６ 月 2 6 日  

検 認 後 の ク リ ア ラ ン ス 対 象 物

が 汚 染 の お そ れ の あ る 場 所 を

通 過 す る 可 能 性 が あ る こ と に

つ い て ， 追 加 汚 染 が 発 生 し な

い 方 法 を 説 明 す る こ と 。  

１ ～ ６ ペ ー ジ ， 1 .

～ 2 .の 全 体  

 

面 談 で の コ メ ン ト リ ス ト  

N o  年 月 日  質 問 ・ コ メ ン ト 等  説 明 箇 所  

1 1  令 和 ２ 年 ６ 月 ８ 日  

検 認 後 の ク リ ア ラ ン ス 対 象 物

が 汚 染 の お そ れ の あ る 場 所 を

通 過 す る 可 能 性 が あ る が ， 追

加 的 汚 染 が 発 生 し な い こ と の

担 保 の 方 法 を 説 明 す る こ と 。  

１ ～ ６ ペ ー ジ ， 1 .

～ 2 .の 全 体  

 

【 回 答 】  

 使 用 す る 保 管 容 器 に よ り ，追 加 的 な 汚 染 を 発 生 さ せ な い 方 法 に つ い

て 以 下 の と お り 説 明 す る 。  

 

1.  検 認 測 定 後 の 放 射 能 濃 度 確 認 対 象 物 の 輸 送 ル ー ト  

検 認 測 定 後 の 放 射 能 濃 度 確 認 対 象 物 を 充 填 し た 保 管 容 器 は ，第 １

図 の と お り ，汚 染 の 恐 れ の な い 管 理 区 域 で あ る ト レ イ 型 専 用 測 定 装

置 の 設 置 エ リ ア 出 口 か ら Ｂ 区 域 を 通 過 し ，大 物 搬 入 口 で 運 搬 車 両 に

積 載 し 島 根 原 子 力 発 電 所 構 内 の 保 管 エ リ ア（ 非 管 理 区 域 ）に 輸 送 す

る 。  
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こ の 過 程 で ，検 認 測 定 後 の 放 射 能 濃 度 確 認 対 象 物 に 追 加 的 な 汚 染

を 発 生 さ せ な い 方 法 を 以 下 の と お り 説 明 す る 。   
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（ A） ル ー ト ： 放 射 能 濃 度 確 認 対 象 物 の 保 管 容 器 へ の 充 填 ～ 大 物 搬

入 口 へ の 運 搬  

（ B） ル ー ト ： 大 物 搬 入 口 ～ 保 管 容 器 の 保 管 エ リ ア へ の 輸 送  

 

第 １ 図  検 認 測 定 後 の 放 射 能 濃 度 確 認 対 象 物 の 輸 送 ル ー ト  

 

2.  追 加 的 な 汚 染 防 止 対 策  

(1)  （ A） ル ー ト の 追 加 的 な 汚 染 防 止 対 策  

気 密 性 を 有 す る 保 管 容 器 （ 第 ２ 図 「 代 表 的 な 保 管 容 器 の 例 」）

を 使 用 す る こ と で ， 追 加 的 な 汚 染 を 防 止 す る 。  

ま た ，保 管 容 器 は ，固 体 廃 棄 物 貯 蔵 所 で 使 用 し て い る ド ラ ム 缶

と 同 等 の 気 密 性 能 を 有 す る も の を 使 用 す る 。こ れ に よ り ， 汚 染 の

恐 れ の あ る 管 理 区 域 運 搬 時 に お い て も ，保 管 容 器 内 部 の 放 射 能 濃

度 確 認 対 象 物 に 追 加 的 な 汚 染 は 発 生 し な い 。  

 

【 参 考 】  

  固 体 廃 棄 物 貯 蔵 所 で 使 用 し て い る ド ラ ム 缶 は ， 汚 染 の あ る

放 射 性 廃 棄 物 を 充 填 し ， Ａ 区 域 で あ る 固 体 廃 棄 物 貯 蔵 所 に て

【 凡 例 】  

    ：（ A） ル ー ト  

    ：（ B） ル ー ト  

    ： 大 物 搬 入 口  

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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保 管 し て い る 。 な お ， ド ラ ム 缶 は JIS Z 16 00 に 基 づ く も の 使

用 し て い る 。  

 

 

第 ２ 図  代 表 的 な 保 管 容 器 の 例  

 

(2)  （ B） ル ー ト の 追 加 的 な 汚 染 防 止 対 策  

大 物 搬 入 口 か ら 搬 出 し た 後 は ，非 管 理 区 域 の 輸 送 ル ー ト を 通 り ，

非 管 理 区 域 で あ る 保 管 エ リ ア で 保 管 す る た め ，保 管 容 器 内 部 の 放

射 能 濃 度 確 認 対 象 物 に 追 加 的 な 汚 染 は 発 生 し な い 。  

 

(3)  保 管 容 器 の 開 封 に よ り 発 生 す る 追 加 的 な 汚 染 の 防 止 対 策  

輸 送 及 び 保 管 中 は ，保 管 容 器 が 開 封 さ れ て い な い こ と が 確 認 で

き る 措 置 を 講 じ る こ と に よ り 追 加 的 な 汚 染 を 防 止 す る 。  

保 管 容 器 が 開 封 さ れ て い な い こ と を 確 認 す る 方 法 と し て ，第 ３

図「 代 表 的 な セ キ ュ リ テ ィ シ ー ル の 例 」 に 示 す セ キ ュ リ テ ィ シ ー

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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ル 等 を 使 用 す る 。保 管 容 器 に 放 射 能 濃 度 確 認 対 象 物 を 封 入 後 に セ

キ ュ リ テ ィ シ ー ル は 貼 り 付 け ，意 図 せ ず 開 封 さ れ て い な い こ と を

確 認 す る 。  

保 管 容 器 の 開 封 は 規 則 第 ４ 条 の 放 射 能 濃 度 確 認 証 の 交 付 を 受

け た 後 に 実 施 す る が ， 万 が 一 ， そ れ ま で に セ キ ュ リ テ ィ シ ー ル が

剥 が さ れ て い る こ と を 確 認 し た 場 合 ，開 封 に よ り 追 加 的 な 汚 染 が

あ っ た と み な し ，再 度 ト レ イ 型 専 用 測 定 装 置 に よ る 測 定 及 び 評 価

を 実 施 す る 。 な お ， 交 付 後 は セ キ ュ リ テ ィ シ ー ル を 剥 が す が ， 剥

が し た 後 に 「 開 封 済 み 」 等 の 文 字 が 残 る た め ， 開 封 年 月 日 や 開 封

状 況 等 を 記 録 に 残 し 保 管 容 器 を 再 利 用 す る 。  

保 管 容 器 は ，４ 箇 所 の ボ ル ト 締 め に よ る 開 封 防 止 可 能 な 構 造 で

あ る が ，輸 送 及 び 保 管 中 に 開 封 さ れ て い な い こ と を 確 認 す る こ と

で ，保 管 容 器 内 部 の 放 射 能 濃 度 確 認 対 象 物 に 追 加 的 な 汚 染 が な い

こ と を 確 認 す る 。  

 

以 上 の 対 策 を 行 う こ と で ，検 認 測 定 後 の 放 射 能 濃 度 確 認 対 象 物 に

追 加 的 な 汚 染 を 生 じ さ せ な い 運 用 と す る 。  

 

 

第 ３ 図  代 表 的 な セ キ ュ リ テ ィ シ ー ル の 例  
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3.  審 査 基 準 と の 適 合 性  

審 査 基 準 は ，「 追 加 的 な 汚 染 の お そ れ の あ る 場 所 を 通 ら な い ル ー

ト を 選 定 す る こ と 等 の 措 置 を 講 ず る こ と 」と あ り ，検 認 測 定 後 の 放

射 能 濃 度 確 認 対 象 物 に 対 し て ，放 射 性 物 質 に よ る 追 加 的 な 汚 染 を 防

止 す る こ と が 求 め ら れ て い る 。  

「 2.  追 加 的 な 汚 染 防 止 対 策 」に 示 す 追 加 的 な 汚 染 防 止 対 策 を 実

施 す る こ と に よ り ， 検 認 測 定 後 の 放 射 能 濃 度 確 認 対 象 物 に 対 し て ，

放 射 性 物 質 に よ る 追 加 的 な 汚 染 を 防 止 す る こ と が 可 能 で あ る 。  

 

以  上  




